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1．総合評価落札方式について 
 公共工事を取り巻く環境は近年大きく変化しており、価格と品質の両面で優れた工事で

あると同時に、環境や省資源の配慮、維持管理費の削減といった多様なニーズを満たした

工事が求められてきている。 
 また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）」が施行され

たことにより、本市においても同法に基づき、総合評価落札方式による入札･契約を試行的

に導入し、適用してきたところである。 
（4 ページ「丸亀市建設工事総合評価落札方式実施方針」参照） 
 
2．総合評価落札方式の適用 
 総合評価落札方式は、設計金額が 3,000 万円以上（ただし、ほ装工事は 1,500 万円以上、

土木一式工事は 2,000 万円以上）で、性能と入札価格とを総合的に評価することが適当と

認められる工事において試行的に適用するものとする。 
また工事の特性に応じて次の５タイプを設ける。 
 

（１） 簡易型Ａタイプ＜簡易な施工計画型＞設計金額 1 億円以上（9～13 ページ参照） 
技術的な工夫の余地が小さい工事で、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、企業

の社会性等に基づき、性能と入札価格とを総合的に評価するもの。 
 

（２） 簡易型Ａ´タイプ＜簡易な施工計画型＞設計金額 1 億円以上（9～13 ページ参照） 
簡易型Ａタイプのうち、元請負業者の自主的な判断により、下請負契約において、当

該下請負事業者を丸亀市に主たる営業所を置く事業者の中から優先して選定していただ

くことが必要であると認められる案件に適用するもの。 
 

（３） 簡易型Ｂタイプ＜企業評価型＞設計金額 5,000 万円以上（14～17 ページ参照） 
技術的な工夫の余地が小さい工事で、同種・類似工事の経験、企業の社会性等に基づき、

性能と入札価格とを総合的に評価するもの。 
 

（４） 簡易型Ｂ´タイプ＜企業評価型＞設計金額 5,000 万円以上（14～17 ページ参照） 
簡易型Ｂタイプのうち、元請負業者の自主的な判断により、下請負契約において、当

該下請負事業者を丸亀市に主たる営業所を置く事業者の中から優先して選定していただ

くことが必要であると認められる案件に適用するもの。 
 

（５） 簡易型Ｃタイプ＜地域密着型＞設計金額 3,000 万円以上（ただし、ほ装工事は 1,500
万円以上、土木一式工事は 2,000 万円以上）（18～19 ページ参照） 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、同種工事の成績評定、企業の社会性等に基づき、

性能と入札価格とを総合的に評価するもの。
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3．評価の方法 
総合評価落札方式による落札者の決定は、入札価格が予定価格内にあって、次の式で求

められる評価値の最も高い入札者とする。なお、通常は低入札価格調査制度による低入札

価格調査基準価格及び数値的判断基準（失格基準）を設けることとし、数値的判断基準（失

格基準）未満の入札者は失格とする。 
評価値＝技術評価点（標準点 100 点＋加算点）÷入札価格点（入札価格÷予定価格） 

   
ただし、低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、加算点から 15 点を減点する。 

 また、減点は、低入札価格調査基準価格未満で応札した回数により累積するものとし、

本市発注工事において低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、その開札日の翌日

から起算して 6 ヶ月以内に再度、低入札価格調査基準価格未満で応札した場合は、15 点に

低入札価格調査基準価格未満での応札回数を乗じた点数を減点する。 
 
4．評価項目及び配点 

評価項目 
配点 

Ａ Ａ´ Ｂ Ｂ´ Ｃ 

施工計画（※） 

本体構造物等の品質管理方法の適切性 10 10    
安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 10 10 
周辺環境に関し配慮すべき事項への適切性 10 10 
施工計画･工程管理の適切性 10 10 

施工能力 同業種工事の施工実績 10 10 10 10  

本市発注工事の工事成績評定 20 20 20 20 20 

配置予定技術者 
配置予定技術者の資格 10 10 10 10  
同業種工事の施工経験 10 10 10 10  

社会性･ 
地理的条件 

地域精通度（営業所の所在地） 10 10 10 10 15 
ＩＳＯマネジメントシステム等への取組 10 10 10 10 5 
労働災害防止への取組 5 5 5 5 5 
災害時の活動体制 5 5 5 5 5 
市内企業の活用  20  15  

合計点 100 120 80 95 50 
加算点 15 15 10 10 8 

※簡易型Ａタイプの施工計画項目は、工事ごとに４項目のうちの 2 項目を選択し設定する。 
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5．技術提案書（施工計画）記載上のポイント 
 施工計画は上記のとおり、４つの項目のうちから２項目について提出するものとする。 
 なお、この書類は仕様書や作業指示書、また技術論文でもない。入札に際して技術的な

約束をすることで企業の技術力を評価するためのものである。（様式は 21～24 ページ） 
施工計画を記載する上で、次のポイントが挙げられる。 

（１） 社会的コストを減らす。 
  公共工事では何らかの形で住民に迷惑をかけることを避けることはできない。その迷

惑はときには金銭的なものに換算することができる。これを社会的コストと呼ぶことと

する。 
  工事期間が長くなれば、この社会的コストも大きくなる。社会的コストを減らすため

に、交通規制に伴う渋滞や迂回、騒音振動による苦痛など、社会的迷惑をいかに減らす

ことができるか、そのような提案が求められるところである。 
（２） 仕様書を超えることが技術力 
  施工計画での加点を受けるためには、仕様書を超えるものであることが必要である。

したがって「共通仕様書による」といった記述は評価の対象にならない。仕様書にある

ことを言い換えたとしても同様である。かといって、高度な技術やグレードアップを意

味するわけではない。仕様書に記述はないが、その現場特有の問題点を見つけ出し、そ

の対策を提案する現場的な視点に立った工夫こそ技術力であり、仕様書を超えるという

ことである。 
（３） 具体的に記載する。 
  施工計画は入札に際して、技術的な約束をするものである。約束であるためには、履

行したかどうかが確認でき、検査できるものである必要がある。 
  したがって、記載する文章は具体的なものでなければならないし、監督職員が判断で

きるものでなければならない。 
  例として、「原則として」、「･･･するように努める。」、「必要に応じて･･･」などの表現

は、監督職員がそれを確認することができないので、あいまいな表現は避けるようにす

ること。 
 
6．履行確認 
 提案内容については、請負者、市の監督職員双方の確認印を要する「実施状況確認シー

ト」（36～37 ページ参照）を提出するものとする。提案内容によっては、写真その他の資料

の提出を依頼することもある。 
 
7．その他 
 総合評価落札方式は、多大な費用を要する過度な内容の提案を求めるものではない。提

案、評価の有無にかかわらず、共通仕様書等の内容は遵守すること。 



- 4 - 

丸亀市建設工事総合評価落札方式実施方針 
 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）」及び「公共工事の

品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針（平成 17 年閣議決定）」

に基づき、次のように方針を定め、総合評価落札方式を試行するものとし、公共工事の品

質確保の促進に努めるものとする。 
 
第１ 総合評価落札方式の適用 
 総合評価落札方式は、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、また企業の社会性等に

基づき、性能と入札価格とを総合的に評価することが適当と認められる設計金額が 3,000
万円以上（ただし、ほ装工事は 1,500 万円以上、土木一式工事は 2,000 万円以上）の工事

において適用するものとし、工事の特性に応じて次の５タイプを設ける。 
 
（１） 簡易型Ａタイプ＜簡易な施工計画型＞設計金額 1 億円以上（9～13 ページ参照） 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、企業

の社会性等に基づき、性能と入札価格とを総合的に評価するもの。 
 

（２） 簡易型Ａ´タイプ＜簡易な施工計画型＞設計金額 1 億円以上（9～13 ページ参照） 
簡易型Ａタイプのうち、元請負業者の自主的な判断により、下請負契約において、当

該下請負事業者を丸亀市に主たる営業所を置く事業者の中から優先して選定していただ

くことが必要であると認められる案件に適用するもの。 
 

（３） 簡易型Ｂタイプ＜企業評価型＞設計金額 5,000 万円以上（14～17 ページ参照） 
技術的な工夫の余地が小さい工事で、同種・類似工事の経験、企業の社会性等に基づき、

性能と入札価格とを総合的に評価するもの。 
 

（４） 簡易型Ｂ´タイプ＜企業評価型＞設計金額 5,000 万円以上（14～17 ページ参照） 
簡易型Ｂタイプのうち、元請負業者の自主的な判断により、下請負契約において、当

該下請負事業者を丸亀市に主たる営業所を置く事業者の中から優先して選定していただ

くことが必要であると認められる案件に適用するもの。 
 

（５） 簡易型Ｃタイプ＜地域密着型＞設計金額 3,000 万円以上（ただし、ほ装工事は 1,500
万円以上、土木一式工事は 2,000 万円以上）（18～20 ページ参照） 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、同種工事の成績評定、企業の社会性等に基づき、

性能と入札価格とを総合的に評価するもの。 
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第２ 技術提案の審査・評価 
競争に参加する者から技術提案を求め、あらかじめ設定した工事特性、地域特性等に応

じた評価項目及び評価基準に基づき、技術提案の審査・評価（加算点）を行う。 
 

第３ 加算点の考え方 
（１）簡易型Ａタイプ（簡易な施工計画型） 

簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき、評価項目及び評価

基準を設定する。加算点は、原則、最高１５点までの範囲で設定する。 
（２）簡易型Ｂタイプ（企業評価型） 

同種・類似工事の経験等に基づき、評価項目及び評価基準を設定する。加算点は、

原則、最高１０点までの範囲で設定する。 
（３）簡易型Ｃタイプ（地域密着型） 

同種工事の成績評定等に基づき、評価項目及び評価基準を設定する。加算点は、原

則、最高８点までの範囲で設定する。 
 
第４ 総合評価の方法 

総合評価に関する評価値の算出方法としては、除算方式とする。 
〔除算方式〕 
評価値の算出方法 
評価値＝技術評価点÷入札価格点 

（技術評価点＝標準点＋加算点、入札価格点＝入札価格÷予定価格） 
 
第５ 落札者の決定方法 
１ 総合評価落札方式における落札者の決定は、以下の方法による。 
（１）入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、下記により得られる評価値の最

も高い者を落札者とする。 
（２）評価値 

① 入札価格が予定価格以下であること。 
② ①の要件を満たす入札を行った者に対して、以下により算出される評価値をもって

総合評価する。 
評価値＝技術評価点÷入札価格点 
（技術評価点＝標準点＋加算点、入札価格点＝入札価格÷予定価格） 

標準点：要求要件を満足する技術提案について１００点の標準点を与える。 
加算点：技術提案等に対し評価項目及び評価基準に基づき評価された加算点を与

える。ただし、低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、加算点

から 15 点を減点する。 
また、減点は、低入札価格調査基準価格未満で応札した回数により累積 
するものとし、本市発注工事において低入札価格調査基準価格未満で応 
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札したものは、その開札日の翌日から起算して 6 ヶ月以内に再度、低入 
札価格調査基準価格未満で応札した場合は、15 点に低入札価格調査基準 
価格未満での応札回数を乗じた点数を減点する。 

評価値の計算において、求められる値は少数位４位（５位四捨五入）とする。 
（３）技術評価点が１００点を下回らないこと。 
   ただし、低入札価格調査基準価格未満の応札者に対する減点は除く。 
（４）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、入札価格の低い者を落札者とする。 

ただし、入札価格も同額である場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 
２ 入札参加者が共同企業体（以下、「JV」という。）の場合は、代表者となる構成員につ

いて評価する。ただし、評価項目において別段の定めがあるときは、この限りではない。 
 
第６ 技術提案が履行できなかった場合等の措置 

落札者の決定に反映された技術提案が履行できないことが判明した場合は、次のペナ

ルティを課すこととする。 
（１）技術提案が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力による場合を除き、工事

成績の減点措置を行う。 
 減点値＝（（Ａ－Ｂ）／Ａ）×（該当項目の加算点／合計加算点）×１０ 
 Ａ：入札時の技術提案の値 
 Ｂ：施工後の実施に対する値 
 ただし、低入札価格調査基準価格未満の応札者に対する減点は除く。 

（２）落札者の決定に反映された技術提案が履行できなかった場合は、違約金を徴収する。 
違約金の徴収 

違約金＝Ｃ－Ｃ×（（Ｄ＋Ｅ）／（Ｄ＋Ｆ）） 
Ｃ：当初契約金額 
Ｄ：標準点＝１００点 
Ｅ：施工後の実施値における合計加算点 
Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点 
ただし、低入札価格調査基準価格未満の応札者に対する減点は除く。 
違約金は、１円未満切捨てとする。 

（３）虚偽による技術提案の提示等、入札参加者に明らかに悪質な行為があった場合は、「丸

亀市建設工事指名停止等措置規程」に基づき、指名停止等を行う。 
 
第７ 学識経験者の意見聴取 

総合評価落札方式の実施にあたり、発注者の恣意的な判断を排除し、客観性を確保す

るため、次に掲げる事項について、学識経験者の意見を聴取する。 
（１）落札者決定基準の策定に関すること。 
（２）落札者の決定に関すること。（簡易型Ａタイプ（簡易な施工計画型）のみ。あらかじ

め設定したパスワードを添付したデータを電子メールで各委員に送信し、意見聴取を
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行うものとする。） 
 
第８ 入札及び契約の過程に関する苦情処理 
  入札及び契約の過程に関し、公正な競争の促進、透明性の確保の観点から、苦情申立

てに対し、発注者としてまず入札・契約の過程について適切に説明するとともに、さら

に不服（再苦情）のある者については、「丸亀市入札審査委員会」による審議を経て回答

することとし公正に処理する。 
 
第９ 評価結果等の公表 

入札及び契約手続きの透明性・公正性を確保するため、総合評価落札方式の評価項目

及び評価基準、落札者の決定方法等については、あらかじめ入札公告等において明らか

にする。また、入札者の提示した技術提案等の評価及び落札結果等については、落札者

決定後速やかに公表する。 
（１）手続き開始時期：入札公告、指名通知書等において、以下の事項を明記する。 

①総合評価落札方式の適用の旨 
②評価項目及び評価基準 
③落札者の決定方法 
④技術提案が履行できなかった場合の措置 

（２）落札者決定後：落札者を決定した場合、速やかに以下の事項を公表する。 
①業者名 
②各業者の入札価格 
③各業者の評価値 

【公表閲覧場所】 
 〇紙入札の場合は、市庶務課閲覧場所及び市ホームページの入札・契約 
 〇電子入札の場合は、市庶務課閲覧場所及びかがわ電子入札システム 
 
第 10 その他 

すべてのタイプにおいて、入札時に技術提案書及び添付書類を入札書の提出直前に提

出するものとする。なお、電子入札案件については、原則として、かがわ電子入札シス

テム（「その他添付資料」）に添付して提出するものとする。（やむを得ない理由により、

添付することができない場合は、事前に庶務課まで連絡し、別途指定する日時・場所に

紙で提出しなければならない。 
なお、技術提案書が未提出の場合は、当該入札者の行った入札は無効とし、無効の入札

をした者が落札者である場合には落札決定を取り消すものとする。 
また、必要な添付書類の提出がない場合は、いかなる場合であっても加点ができないも

のとする。 
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（附 則） 
本実施方針は、平成 26 年 6 月 1 日より施行する。 
（附 則） 
改正後の実施方針は、平成 30 年 10 月 1 日より施行する。 
（附 則） 
改正後の実施方針は、令和元年 5 月 1 日より施行する。 
（附 則） 
改正後の実施方針は、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。 
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丸亀市総合評価落札方式落札者決定基準【簡易型 A（A´）タイプ】 
 
１ 入札の評価に関する基準 
 総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分等は次のとおりとする。 
（1）施工計画の評価 
 工事ごとに、次の１～４までのうちの 2 項目を設定する。 

評価項目 評価基準 配点 得点 

1.本体構造物

等の品質管

理方法の適

切性 

コンクリートの養生方法等

の適切性 

計画的な管理方法･体制で実施 5 

 

/20 点 

一般的事項のみ 0 

鉄筋コンクリート構造物の

鉄筋の品質管理対策 

計画的な管理方法･体制で実施 5 

一般的事項のみ 0 

2.安全対策に

関し配慮す

べき事項へ

の適切性 

安全巡視 
計画的な管理方法･体制で実施 2.5 

一般的事項のみ 0 

工事区域の立入防止施設 
計画的な管理方法･体制で実施 2.5 

一般的事項のみ 0 

監視員･誘導員 
計画的な管理方法･体制で実施 2.5 

一般的事項のみ 0 

交通対策（車道路面維持、

歩行者対策等） 

計画的な管理方法･体制で実施 2.5 

一般的事項のみ 0 

3. 周辺環境に

関し配慮す

べき事項へ

の適切性 

騒音振動対策 
計画的な管理方法･体制で実施 5 

一般的事項のみ 0 

水質汚濁対策 
計画的な管理方法･体制で実施 5 

一般的事項のみ 0 

4.施工計画･工

程管理の適

切性 

交通規制期間の短縮 
計画的な管理方法･体制で実施 5 

一般的事項のみ 0 

現地の環境条件を踏まえた

上での工事手順の適切性 

計画的な管理方法･体制で実施 5 

一般的事項のみ 0 

● 技術提案書に記載された内容で評価する。 
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（2）企業の施工実績の評価 
評価項目 評価基準 配点 得点 

1.過去５年度間の同業種工

事の施工実績の有無(※1) 

CORINS 登録同業種工事で 70％規模以上の実績あり 10 

/10 点 CORINS 登録同業種工事で 50％規模以上の実績あり 5 

CORINS 登録同業種工事で 50％規模未満又は実績なし 0 

2.工事成績評定 

過去 4 年間（※2）の同業種工事の工事成績評定点の平

均点（本市発注工事に限る。）（※3）から 65 点を差し引

いて得た点 

最高 20 

 ～ 

最低－6 

/20 点 

※1：提出期限日の 5 年前の日の属する年度の 4 月 1 日以降に完成し、技術提案書提出までに CORINS に

竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提出時において CORINS に竣工登録していな

いものは記入しないこと。） 

※2：入札日の属する年度の前年度の 12 月 31 日から過去 4 年間に通知を行った工事を対象とする。なお、当該

期間に本市発注工事の成績評定がない場合は、加点はなしとする。 

※3：工事成績評定が１件のみで、かつ、その点数が 65 点未満である場合は、その 1 件の点数に 65 を加

算し 2 で除して得た点数（小数点以下切捨て）を平均点とする。 
● 技術提案書に記載された内容で評価する。また当該工事の完成が確認できる書類（CORINS 工事カル

テ、契約書の写し等）を添付すること。 
● JV としての施工実績は、出資比率に応じた金額で評価する。(JV の代表者でない場合についても評価

の対象とする。ただし、出資比率が 20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。) 
● 添付書類 

<１．施工実績>   ⇒CORINS 工事カルテ（必須） 

CORINS 工事カルテで確認できない評価項目があれば追加で契約書の写し等、当該工事の完

成が確認できる書類 

   <２．工事成績評定> ⇒不要 

 
（3）配置予定技術者の評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

1.配置予定技術者の資格 

指定資格取得後５年以上 10 

/10 点 指定資格取得後５年未満 5 

指定資格なし 0 

2.過去５年度間の主任（監

理）技術者、監理技術者補

佐又は現場代理人（有資格

者）としての同業種工事の

施工経験(※1) 

CORINS 登録同業種工事で 70％規模以上の実績あり 10 

/10 点 CORINS 登録同業種工事で 50％規模以上の実績あり 5 

CORINS 登録同業種工事で 50％規模未満又は実績なし 0 

※1：提出期限日の 5 年前の日の属する年度の 4 月 1 日以降に完成し、技術提案書提出までに CORINS に
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竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提出時において CORINS に竣工登録していない

ものは記入しないこと。） 

● 技術提案書に記載された内容で評価する。 

● １については、基準日は開札日とする。また、当該技術者の資格の合格証明書又は登録証の写しを添

付すること。 

● ２については、当該工事の完成及び配置予定技術者が当該工事に従事していたことが確認できる書類

（CORINS 工事カルテ等）を添付すること。 

● 添付書類 

<１．資格>   ⇒ 当該技術者の資格の合格証明書又は登録証の写し（必須） 

<２．施工経験> ⇒ CORINS 工事カルテ（必須） 

CORINS 工事カルテで確認できない評価項目があれば追加で契約書の写し等、当該工事の完

成及び配置予定技術者が当該工事に従事していたことが確認できる書類  

現場代理人の場合は、別表「現場代理人評価対象資格表」（33 ページ参照）に示す当該工事に

対応する資格を従事期間の全てにおいて有していた場合に評価の対象となるため、資格取得年月

日が従事開始日以前の合格証明書又は登録証の写し（必須）ただし、上記<１．資格>と同一の

場合は不要 

（4）社会性・地理的条件の評価 
評価項目  評価基準 配点 得点 

1.地域精通度 

 （営業所の所在地） 

市内に主たる営業所あり  10 

/10点 市内に営業所あり 5 

市内に営業所なし 0 

2.ＩＳＯマネジメント 

システム等への取組 

ISO9001 及び ISO14001 を取得（※１） 10 

/10点 

ISO9001 又は ISO14001 を取得 5 

エコアクション 21 又は丸亀市におけるエコリーダーまる

がめを取得（※１との重複加点はなし） 
5 

取得なし 0 

3.労働災害防止への取組 
建設業労働災害防止協会への加入あり 5 

/5 点 
加入なし 0 

4.災害時の活動体制 

丸亀市との災害時における応急措置等の実施に関する協定

に基づく活動実績あり（過去 5 年度間） 
5 

/5 点 

活動実績なし 0 

 

5.市内企業の活用 

（A´タイプのみ） 

市内企業への予定一次下請負等比率 40％以上 20 

/20点 
市内企業への予定一次下請負等比率 30％以上 40％未満 12 

市内企業への予定一次下請負等比率 20％以上 30％未満 8 

市内企業への予定一次下請負等比率 20％未満 0 

● 「市内企業への予定一次下請負等比率」とは、元請負人の予定契約金額（入札金額に消費税額及び地

方消費税額を加算して得た値。以下同じ。）に占める市内企業への予定一次下請負等金額の比率をいい、
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次の式により求めるものとする。 

   （市内企業への予定一次下請負等金額÷予定契約金額）×100 

   【元請負人が市内企業である場合】 

   （（市内企業への予定一次下請負等金額＋元請自社施工金額※）÷予定契約金額）×100 

     ※元請自社施工金額＝予定契約金額－予定一次下請負等金額 

● JV での入札参加の場合は、構成員に市内業者が含まれていても、自社（JV）施工金額は予定一次下

請負金額等に加算しないものとする。 

● 「市内企業」とは、建設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者にあっては、同項に規定す

る営業所としての本店又は本社を丸亀市内に有する者をいい、その他の者にあっては、本社等主たる営

業所を丸亀市内に有する者をいう。 

● 「予定一次下請負等金額」とは、当該入札に係る工事を施工するに当たり、元請負人が締結を予定す

る工事に係る請負契約等（資材調達に係る売買契約、警備業務、運搬業務、調査業務に係る委託契約等

を含む。以下「一次下請負契約等」という。）により、それぞれの一次下請負契約等の相手方（以下「一

次下請負人等」という。）に支払うべき契約予定金額の総額をいう。（いわゆる二次下請負は対象外であ

る。） 

● 「市内企業への予定一次下請負等比率」の履行確認は、一次下請負人等との契約書又は注文書及び請

書（以下「下請負実績確認資料」という。）により行うので、当該工事の落札業者は、当該工事の完了検

査日までに、監督職員に提出すること。 

● 「市内企業の活用」が、元請負人の責めにより履行できなかった場合の措置は、丸亀市建設工事総合

評価落札方式実施方針第６に基づき、ペナルティを課すものとする。 

● 発注者の指示に基づく変更契約を行った場合は、当該変更に伴う影響額を除くことができるものとす

る。 

● 添付書類 

<１．地域精通度>⇒ 不要 

<２．ＩＳＯマネジメントシステム等への取組>  

⇒ＪＡＢ（公益財団法人日本適合性認定協会）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認

定されている審査登録機関が発行する登録証及び付属書（日本語版）の写し。ただし、丸

亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 

<３．建設業労働災害防止協会への加入> 

⇒建設業労働災害防止協会加入証明書の写し又は加入を証明できるもの。ただし、丸亀市建

設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 

<４．災害時の活動体制> 

  ⇒単に協定を締結しているだけでなく活動実績を証明する書類（活動年月日及び簡単な活動内

容の記載があれば可）（市と協定を締結している団体の証明書等）なお、証明書等の中に、

過去５年度間における活動実績日の記載があれば、証明日は問わない。 

<５．市内企業の活用> 

  ⇒入札時は不要。ただし、落札業者は工事完了時までに下請実績確認資料の提出を要する。 
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２ 総合評価の方法 
 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者に対し、次により算出される評価値をもって

総合評価する。 
評価値＝技術評価点÷入札価格点 

（技術評価点＝標準点＋加算点、入札価格点＝入札価格÷予定価格） 
  標準点：入札参加資格要件を満たしている場合に与える点数で、100 点とする。 
  加算点：１に定める評価によって与えられる得点を次により加算点に換算する。 
      なお、加算点は小数 1 位（2 位四捨五入）とする。 
    加算点＝（１の得点の合計）÷100 点 

【A´タイプは 120 点】（１の配点の合計）×15 
 ただし、低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、加算点から 15 点を減点する。 
 また、減点は、低入札価格調査基準価格未満で応札した回数により累積するものとし、 
本市発注工事において低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、その開札日の 
翌日から起算して6ヶ月以内に再度、低入札価格調査基準価格未満で応札した場合は、 
15 点に低入札価格調査基準価格未満での応札回数を乗じた点数を減点する。 
 

３ 落札者の決定方法 
（1） 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、２によって得られた評価値の最 
  も高いものを落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき

は、入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。 
（2） 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、入札価格の低い者を落札者とする。ただ

し、入札価格も同額である場合は、くじにより落札者を決定する。 
 
４ 落札者の通知 
落札者が決定した場合は、落札者に対して、かがわ電子入札システムにより通知するものとする。



- 14 - 

丸亀市総合評価落札方式落札者決定基準【簡易型Ｂ（Ｂ´）タイプ】 
 
１ 入札の評価に関する基準 
 総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分等は次のとおりとする。 
（1）企業の施工実績の評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

1.過去５年度間の同業種工

事の施工実績の有無(※1) 

CORINS 登録同業種工事で 70％規模以上の実績あり 10 

/10 点 CORINS 登録同業種工事で 50％規模以上の実績あり 5 

CORINS 登録同業種工事で 50％規模未満又は実績なし 0 

2.工事成績評定 

過去 4 年間（※2）の同業種工事の工事成績評定点の平

均点（本市発注工事に限る。）（※3）から 65 点を差し引

いて得た点 

最高 20 
 ～ 
最低－6 

/20 点 

※1：提出期限日の 5 年前の日の属する年度の 4 月 1 日以降に完成し、技術提案書提出までに CORINS に

竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提出時において CORINS に竣工登録していな

いものは記入しないこと。） 
※2：入札日の属する年度の前年度の 12 月 31 日から過去 4 年間に通知を行った工事を対象とする。なお、当該

期間に本市発注工事の成績評定がない場合、加点はなしとする。 
※3：工事成績評定が１件のみで、かつ、その点数が 65 点未満である場合は、その 1 件の点数に 65 を加

算し 2 で除して得た点数（小数点以下切捨て）を平均点とする。 
● 技術提案書に記載された内容で評価する。また当該工事の完成が確認できる書類（CORINS 工事カル

テ、契約書の写し等）を添付すること。 
● JV としての施工実績は、出資比率に応じた金額で評価する。(JV の代表者でない場合についても評価

の対象とする。ただし、出資比率が 20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。) 
● 添付書類 

<１．施工実績>   ⇒CORINS 工事カルテ（必須） 

CORINS 工事カルテで確認できない評価項目があれば追加で契約書の写し等、当該工事の完

成が確認できる書類 
   <２．工事成績評定> ⇒不要 

（2）配置予定技術者の評価 
評価項目 評価基準 配点 得点 

1.配置予定技術者の資格 

指定資格取得後５年以上 10 

/10 点 指定資格取得後５年未満 5 

指定資格なし 0 

2.過去５年度間の主任（監

理）技術者、監理技術者補

佐又は現場代理人（有資格

者）としての同業種工事の

施工経験(※1) 

CORINS 登録同業種工事で 70％規模以上の実績あり 10 

/10 点 CORINS 登録同業種工事で 50％規模以上の実績あり 5 

CORINS 登録同業種工事で 50％規模未満又は実績無 0 
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※1：提出期限日の 5 年前の日の属する年度の 4 月 1 日以降に完成し、技術提案書提出までに CORINS に

竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提出時において CORINS に竣工登録していない

ものは記入しないこと。） 
● 技術提案書に記載された内容で評価する。 

● １については、基準日は開札日とする。また、当該技術者の資格の合格証明書又は登録証の写しを添

付すること。 

● ２については、当該工事の完成及び配置予定技術者が当該工事に従事していたことが確認できる書類

（CORINS 工事カルテ等）を添付すること。 
● 添付書類 

<１．資格>   ⇒ 当該技術者の資格の合格証明書又は登録証の写し（必須） 
<２．施工経験> ⇒ CORINS 工事カルテ（必須） 

CORINS 工事カルテで確認できない評価項目があれば追加で契約書の写し等、当該工事の完

成及び配置予定技術者が当該工事に従事していたことが確認できる書類 
現場代理人の場合は、別表「現場代理人評価対象資格表」（33 ページ参照）に示す当該工事に

対応する資格を従事期間の全てにおいて有していた場合に評価の対象となるため、資格取得年月

日が従事開始日以前の合格証明書又は登録証の写し（必須）ただし、上記<１．資格>と同一の

場合は不要 

（3）社会性・地理的条件の評価 
評価項目 評価基準 配点 得点 

1.地域精通度 
 （営業所の所在地） 

市内に主たる営業所あり 10 

/10点 市内に営業所あり 5 

市内に営業所なし 0 

2.ＩＳＯマネジメント 
システム等への取組 

ISO9001 及び ISO14001 を取得（※１） 10 

/10点 

ISO9001 又は ISO14001 を取得 5 

エコアクション 21 又は丸亀市におけるエコリーダーまる

がめを取得（※１との重複加点はなし） 
5 

取得なし 0 

3.労働災害防止への取組 
建設業労働災害防止協会への加入あり 5 

/5 点 
加入なし 0 

4.災害時の活動体制 

丸亀市との災害時における応急措置等の実施に関する協定

に基づく活動実績あり（過去 5 年度間） 
5 

/5 点 

活動実績なし 0 

 
5.市内企業の活用 

（Ｂ´タイプのみ） 

市内企業への予定一次下請負等比率 40％以上 15 

/15点 
市内企業への予定一次下請負等比率 30％以上 40％未満 9 

市内企業への予定一次下請負等比率 20％以上 30％未満 6 

市内企業への予定一次下請負等比率 20％未満 0 

● 「市内企業への予定一次下請負等比率」とは、元請負人の予定契約金額（入札金額に消費税額及び地

方消費税額を加算して得た値。以下同じ。）に占める市内企業への予定一次下請負等金額の比率をいい、
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次の式により求めるものとする。 
   （市内企業への予定一次下請負等金額÷予定契約金額）×100 

   【元請負人が市内企業である場合】 
   （（市内企業への予定一次下請負等金額＋元請自社施工金額※）÷予定契約金額）×100 

     ※元請自社施工金額＝予定契約金額－予定一次下請負等金額 
● JV での入札参加の場合は、構成員に市内業者が含まれていても、自社（JV）施工金額は予定一次下

請負金額に加算しないものとする。 
● 「市内企業」とは、建設業法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者にあっては、同項に規定す

る営業所としての本店又は本社を丸亀市内に有する者をいい、その他の者にあっては、本社等主たる営

業所を丸亀市内に有する者をいう。 

● 「予定一次下請負等金額」とは、当該入札に係る工事を施工するに当たり、元請負人が締結を予定す

る工事に係る請負契約等（資材調達に係る売買契約、警備業務、運搬業務、調査業務に係る委託契約等

を含む。以下「一次下請負契約等」という。）により、それぞれの一次下請負契約等の相手方（以下「一

次下請負人等」という。）に支払うべき契約予定金額の総額をいう。（いわゆる二次下請負は対象外であ

る。） 

● 「市内企業への予定一次下請負等比率」の履行確認は、一次下請負人等との契約書又は注文書及び請

書（以下「下請負実績確認資料」という。）により行うので、当該工事の落札業者は、当該工事の完了検

査日までに、監督職員に提出すること。 

● 「市内企業の活用」が、元請負人の責めにより履行できなかった場合の措置は、丸亀市建設工事総合

評価落札方式実施方針第６に基づき、ペナルティを課すものとする。 
● 発注者の指示に基づく変更契約を行った場合は、当該変更に伴う影響額を除くことができるものとす

る。 
● 添付書類 

<１．地域精通度>⇒ 不要 
<２．ＩＳＯマネジメントシステム等への取組>  

⇒ＪＡＢ（公益財団法人日本適合性認定協会）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認

定されている審査登録機関が発行する登録証及び付属書（日本語版）の写し。ただし、丸

亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 

<３．建設業労働災害防止協会への加入> 
⇒建設業労働災害防止協会加入証明書の写し又は加入を証明できるもの。ただし、丸亀市建

設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 
<４．災害時の活動体制> 
  ⇒単に協定を締結しているだけでなく活動実績を証明する書類（活動年月日及び簡単な活動内

容の記載があれば可）（市と協定を締結している団体の証明書等）なお、証明書等の中に、

過去５年度間における活動実績日の記載があれば、証明日は問わない。 

<５．市内企業の活用> 
  ⇒入札時は不要。ただし、落札業者は工事完了時までに下請実績確認資料の提出を要する。
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２ 総合評価の方法 
 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者に対し、次により算出される評価値をもって

総合評価する。 
評価値＝技術評価点÷入札価格点 

（技術評価点＝標準点＋加算点、入札価格点＝入札価格÷予定価格） 
  標準点：入札参加資格要件を満たしている場合に与える点数で、100 点とする。 
  加算点：１に定める評価によって与えられる得点を次により加算点に換算する。 
      なお、加算点は小数 1 位（2 位四捨五入）とする。 
    加算点＝（１の得点の合計）÷80 点 

【Ｂ´タイプは 95 点】（１の配点の合計）×10 
 ただし、低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、加算点から 15 点を減点する。 
 また、減点は、低入札価格調査基準価格未満で応札した回数により累積するものとし、 
本市発注工事において低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、その開札日の 
翌日から起算して6ヶ月以内に再度、低入札価格調査基準価格未満で応札した場合は、 
15 点に低入札価格調査基準価格未満での応札回数を乗じた点数を減点する。 
 

３ 落札者の決定方法 
（1） 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、２によって得られた評価値の最 
  も高いものを落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき

は、入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。 
（2） 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、入札価格の低い者を落札者とする。ただ

し、入札価格も同額である場合は、くじにより落札者を決定する。 
 
４ 落札者の通知 
落札者が決定した場合は、落札者に対して、かがわ電子入札システムにより通知するものとする。
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丸亀市総合評価落札方式落札者決定基準【簡易型Ｃタイプ】 
 
１ 入札の評価に関する基準 
 総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分等は次のとおりとする。 
（1）企業の施工実績の評価 

評価項目 評価基準 配点 得点 

1. 工事成績評定 

過去 4 年間（※1）の同業種工事の工事成績評定点の平均

点（本市発注工事に限る。）（※2）から 65 点を差し引い

て得た点 

最高 

20 

 ～ 

最低 

－6 

/20 点 

※1：入札日の属する年度の前年度の 12 月 31 日から過去 4 年間に通知を行った工事を対象とする。なお、当該

期間に本市発注工事の成績評定がない場合、加点はなしとする。 

※2：工事成績評定が１件のみで、かつ、その点数が 65 点未満である場合は、その 1 件の点数に 65 を加

算し 2 で除して得た点数（小数点以下切捨て）を平均点とする。 
● 添付書類 

   <１．工事成績評定>⇒ 不要 

（2）社会性・地理的条件の評価 
評価項目 評価基準 配点 得点 

1.地域精通度 

（営業所の所在地） 

市内に主たる営業所あり 15 

/15 点 市内に営業所あり 10 

市内に営業所なし 0 

2.ＩＳＯマネジメント 

システム等への取組 

ISO9001、ISO14001、エコアクション 21、丸亀市におけ

るエコリーダーまるがめのいずれかを取得 
5 

/5 点 

取得なし 0 

3.労働災害防止への取組 
建設業労働災害防止協会への加入あり 5 

/5 点 
加入なし 0 

4.災害時の活動体制 

丸亀市との災害時における応急措置等の実施に関する協

定に基づく活動実績あり又は丸亀市からの要請に基づき、

災害時に活動実績あり（過去 5 年度間） 

5 
/5 点 

活動実績なし 0 

● 添付書類 

<１．地域精通度>⇒ 不要 

<２．ＩＳＯマネジメントシステム等への取組>  

⇒ＪＡＢ（公益財団法人日本適合性認定協会）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認

定されている審査登録機関が発行する登録証及び付属書（日本語版）の写し。ただし、丸

亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 
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<３．建設業労働災害防止協会への加入> 

⇒建設業労働災害防止協会加入証明書の写し又は加入を証明できるもの。ただし、丸亀市建

設工事指名競争入札参加資格審査において申請している場合は不要。 

<４．災害時の活動体制> 

  ⇒単に協定を締結しているだけでなく活動実績を証明する書類（活動年月日及び簡単な活動内

容の記載があれば可）（市と協定を締結している団体の証明書等） 

   丸亀市からの要請に基づき、活動したことを証明する書類（活動要請した部課などの証明） 

   なお、証明書等の中に、過去５年度間における活動実績日の記載があれば、証明日は問わな

い。 

 
２ 総合評価の方法 
 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者に対し、次により算出される評価値をもって

総合評価する。 
評価値＝技術評価点÷入札価格点 

（技術評価点＝標準点＋加算点、入札価格点＝入札価格÷予定価格） 
  標準点：入札参加資格要件を満たしている場合に与える点数で、100 点とする。 
  加算点：１に定める評価によって与えられる得点を次により加算点に換算する。 
      なお、加算点は小数 1 位（2 位四捨五入）とする。 
      加算点＝（１の得点の合計）÷50 点（１の配点の合計）×8 

 ただし、低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、加算点から 15 点を減点する。 
 また、減点は、低入札価格調査基準価格未満で応札した回数により累積するものとし、 
本市発注工事において低入札価格調査基準価格未満で応札したものは、その開札日の 
翌日から起算して6ヶ月以内に再度、低入札価格調査基準価格未満で応札した場合は、 
15 点に低入札価格調査基準価格未満での応札回数を乗じた点数を減点する。 
 

３ 落札者の決定方法 
（1） 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、２によって得られた評価値の最 
  も高いものを落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき

は、入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。 
（2） 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、入札価格の低い者を落札者とする。ただ

し、入札価格も同額である場合は、くじにより落札者を決定する。 
 
４ 落札者の通知 
 落札者が決定した場合は、落札者に対して、かがわ電子入札システムにより通知するものとす 
る。 
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様式第 1 号 
 

令和  年  月  日 
 
 
丸亀市長  あて 
 
 

入札者 
住    所 
商号又は名称 
代表者職氏名 

 
 
 
（           工事）の総合評価落札方式に係る技術提案書の提出

について 
 
 
 
（            工事）の総合評価落札方式に係る技術提案書を下

記のとおり提出します。 
なお、提案書類の記載内容が事実と相違ないことを誓約します。 

 
記 

 
1．総合評価 技術提案書（施工計画） 
  別紙様式第 2－○号のとおり 
 
2．総合評価 技術提案書（施工計画） 
  別紙様式第 2－○号のとおり 
 
3．施工実績・配置予定技術者･社会性･地理的条件等 
  別紙様式第 3 号のとおり 
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様式第２－１号 
総合評価 技術提案書（施工計画） 

工事名  
提案企業名  
評価項目 1．本体構造物等の品質管理方法の適切性 

 
評価細目 コンクリートの養生方法等の適切性 

 

 
評価細目 鉄筋コンクリート構造物の鉄筋の品質管理対策 

 

 
 



 

 - 22 - 

様式第２－２号 
総合評価 技術提案書（施工計画） 

工事名  
提案企業名  
評価項目 2．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 

 
評価細目 安全巡視 

 

 
評価細目 工事区域の立入防止施設 

 

 
評価細目 監視員･誘導員 

 

 
評価細目 交通対策（車道路面維持、歩行者対策等） 
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様式第２－３号 
総合評価 技術提案書（施工計画） 

工事名  
提案企業名  
評価項目 3．周辺環境に関し配慮すべき事項への適切性 

 
評価細目 騒音振動対策 

 

 
評価細目 水質汚濁対策 
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様式第２－４号 
総合評価 技術提案書（施工計画） 

工事名  
提案企業名  
評価項目 4．施工計画・工程管理の適切性 

 
評価細目 交通規制期間の短縮 

 

 
評価細目 現地の環境条件を踏まえた上での工事手順の適切性 
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様式第３号 

総合評価 技術提案書(施工実績、配置予定技術者、社会性・地理的条件) 
簡易型 A タイプ 

工事名  

提案企業名  
【企業の施工実績】 
市が指定した工種(建設業法第 2 条第 1 項別表上欄の工事区分)を同種の対象とする。 

工事名称 発注機関名 施工場所 工 期 契約金額 受注形態 工事概要 CORINS 登録番号 
 
 

       

【配置予定技術者】 
 3 名まで記載できる。ただし、複数人数記載した場合は、評価項目毎に最も評価値が低い値で評価する。 
〈資格〉 

番号 氏名 生年月日 法令による資格 
資格名 資格取得年月日 

１     

２     

３     

〈施工経験〉 番号は上記「資格」と整合させること。（例：下記施工経験の 1 番は上記資格 1 番の技術者についての経験を記入） 

番号 工事名称 発注機関名 請負業社名 施工場所 工 期 契約金額 受注 
形態 

従事 
役職 工事概要 CORINS 

登録番号 

１           

２           

３           
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【社会性・地理的条件】 
※丸亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において、各項目について申請していない場合は、登録等が証明できる書類を添付すること。 
〈ISO マネジメントシステム等への取組〉 

認証登録 

ISO9001 有 ・ 無 

ISO14001 有 ・ 無 

エコアクション 21 有 ・ 無 

エコリーダーまるがめ 有 ・ 無 

 
〈労働災害防止への取組み〉 

労働災害防止協会への加入 有 ・ 無 

 
〈災害時の活動体制〉  ※活動実績を証明する書類を添付すること。 

丸亀市と災害時における応急措置等の実施に 
関する協定に基づく活動実績（過去５年度間）  有 ・ 無 

 
〈市内企業の活用〉  ※Ａ´タイプのみ記載してください。 

市内企業への予定一次下請負等比率        ％ ※小数点以下切捨て 
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技術提案書作成上の注意 

【企業施工実績】 

１． 提出期限日の5年前の日の属する年度の4月1日以降に完成し、技術提案書提出までにCORINSに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提

出時においてCORINSに竣工登録していないものは記入しないこと。） 

２． 評価の対象となる発注機関は、「国、地方公共団体等」とする。別表「発注機関一覧」を参照のこと。 

３． 評価基準中「同業種工事」とは、「       工事」（建設業法別表第1の上欄に掲げる工事区分。以下同じ。）とする。 

４． 評価基準中「規模」とは、今回発注する工事の予定価格（税込）であり、当該予定価格に対する、様式に記入した契約金額（税込）の割合で評価する。 

 （例）今回発注する予定の予定価格が 2,000 万円で、様式に記入した過去５年度間の同業種工事の契約金額が 1,500 万円であった場合、1,500 万円÷2,000 万円

＝75％となり、評価基準「CORINS登録同業種工事で70％規模以上の実績有」に該当することとなる。 

５． 「契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。特定建設工事共同企業体としての施工実績は、出資比率に応じた金額を記入すること。（ただし、出資

比率が20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。） 

６． 該当する施工実績がない場合は、「工事名称」欄に「該当なし」と記入すること。 

７．受注形態は「単体」もしくは「ＪＶ」と記入すること。（配置予定者の施工経験欄も同様。） 

【配置予定技術者】 

１． 配置予定技術者を複数人申請している場合は、項目ごとに最も評価の低いもので評価する。 

２． 〈資格〉と〈施工経験〉の番号は整合させること。（資格の1番に記入した技術者の実績を施工経験の1番に、２番に記入した者の実績を2番に記入する。） 

〈資格〉 

３． 評価基準中「指定資格」とは、別表「対象資格表」に示す対象資格のうち、「      工事」に対応する資格とする。 

４． 当該資格の合格証明書又は登録証の写しを添付すること。写しの添付がない場合は、「資格なし」で評価する。 

５． 該当する資格がない場合は、「資格名」欄に「該当なし」と記入すること。 

〈施工経験〉 

６． 提出期限日の5年前の日の属する年度の4月1日以降に完成し、技術提案書提出までにCORINSに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提

出時においてCORINSに竣工登録していないものは記入しないこと。） 

７． 評価の対象となる発注機関は、「国、地方公共団体等」とする。別表「発注機関一覧」を参照のこと。 

８． 評価基準中「同業種工事」とは、「       工事」とする。 

９． 評価基準中「施工経験」は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人（有資格者）としての施工経験を評価の対象とする。（左記以外の施

工経験は記入しないこと。） 

10．現場代理人の場合、評価の対象となる資格は、「現場代理人評価対象資格表」に示す対象資格のうち「        工事」に対応する資格とし、従事期間の

全てにおいてその資格を有していた場合に評価の対象とする。確認書類について、上記〈資格〉４に添付する合格証明書等と同じ場合は不要とする。 

11． 「従事役職」には、「監理技術者」、「監理技術者補佐」、「主任技術者」又は「現場代理人」と記入すること。 

12．評価基準中「規模」とは、今回発注する工事の予定価格（税込）であり、当該予定価格に対する、様式に記入した契約金額（税込）の割合で評価する。 

13． 「契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。特定建設工事共同企業体としての施工実績は、出資比率に応じた金額を記入すること。（ただし、出資

比率が20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。）この場合、契約金額は、出資比率に応じた金額を記入すること。 

14．該当する施工実績がない場合は、「工事名称」欄に「該当なし」と記入すること。



- 28 - 
 

様式第３号 

総合評価 技術提案書(施工実績、配置予定技術者、社会性・地理的条件) 
簡易型B タイプ 

工事名  

提案企業名  
【企業の施工実績】 
市が指定した工種(建設業法第 2 条第 1 項別表上欄の工事区分)を同種の対象とする。 

工事名称 発注機関名 施工場所 工 期 契約金額 受注形態 工事概要 CORINS 登録番号 
 
 

       

【配置予定技術者】 
 3 名まで記載できる。ただし、複数人数記載した場合は、評価項目毎に最も評価値が低い値で評価する。 
〈資格〉 

番号 氏名 生年月日 法令による資格 
資格名 資格取得年月日 

１     

２     

３     

〈施工経験〉 番号は上記「資格」と整合させること。（例：下記施工経験の 1 番は上記資格 1 番の技術者についての経験を記入） 

番号 工事名称 発注機関名 請負業社名 施工場所 工 期 契約金額 受注 
形態 

従事 
役職 工事概要 CORINS 

登録番号 

１           

２           

３           

 



- 29 - 
 

【社会性・地理的条件】 
※丸亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において、各項目について申請していない場合は、登録等が証明できる書類を添付すること。 
〈ISO マネジメントシステム等への取組〉 

認証登録 

ISO9001 有 ・ 無 

ISO14001 有 ・ 無 

エコアクション 21 有 ・ 無 

エコリーダーまるがめ 有 ・ 無 

 
〈労働災害防止への取組み〉 

労働災害防止協会への加入 有 ・ 無 

 
〈災害時の活動体制〉  ※活動実績を証明する書類を添付すること。 

丸亀市と災害時における応急措置等の実施に 
関する協定に基づく活動実績（過去５年度間）  有 ・ 無 

 
〈市内企業の活用〉  ※Ｂ´タイプのみ記載してください。 

市内企業への予定一次下請負等比率        ％ ※小数点以下切捨て 
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技術提案書作成上の注意 

【企業施工実績】 

１． 提出期限日の5年前の日の属する年度の4月1日以降に完成し、技術提案書提出までにCORINSに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提

出時においてCORINSに竣工登録していないものは記入しないこと。） 

２． 評価の対象となる発注機関は、「国、地方公共団体等」とする。別表「発注機関一覧」を参照のこと。 

３． 評価基準中「同業種工事」とは、「       工事」（建設業法別表第1の上欄に掲げる工事区分。以下同じ。）とする。 

４． 評価基準中「規模」とは、今回発注する工事の予定価格（税込）であり、当該予定価格に対する、様式に記入した契約金額（税込）の割合で評価する。 

 （例）今回発注する予定の予定価格が 2,000 万円で、様式に記入した過去５年度間の同業種工事の契約金額が 1,500 万円であった場合、1,500 万円÷2,000 万円

＝75％となり、評価基準「CORINS登録同業種工事で70％規模以上の実績有」に該当することとなる。 

５． 「契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。特定建設工事共同企業体としての施工実績は、出資比率に応じた金額を記入すること。（ただし、出資

比率が20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。） 

６． 該当する施工実績がない場合は、「工事名称」欄に「該当なし」と記入すること。 

７．受注形態は「単体」もしくは「ＪＶ」と記入すること。（配置予定者の施工経験欄も同様。） 

【配置予定技術者】 

１． 配置予定技術者を複数人申請している場合は、項目ごとに最も評価の低いもので評価する。 

２． 〈資格〉と〈施工経験〉の番号は整合させること。（資格の1番に記入した技術者の実績を施工経験の1番に、２番に記入した者の実績を2番に記入する。） 

〈資格〉 

３． 評価基準中「指定資格」とは、別表「対象資格表」に示す対象資格のうち、「      工事」に対応する資格とする。 

４． 当該資格の合格証明書又は登録証の写しを添付すること。写しの添付がない場合は、「資格なし」で評価する。 

５． 該当する資格がない場合は、「資格名」欄に「該当なし」と記入すること。 

〈施工経験〉 

６． 提出期限日の5年前の日の属する年度の4月1日以降に完成し、技術提案書提出までにCORINSに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。（技術提案書提

出時においてCORINSに竣工登録していないものは記入しないこと。） 

７． 評価の対象となる発注機関は、「国、地方公共団体等」とする。別表「発注機関一覧」を参照のこと。 

８． 評価基準中「同業種工事」とは、「       工事」とする。 

９． 評価基準中「施工経験」は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人（有資格者）としての施工経験を評価の対象とする。（左記以外の施

工経験は記入しないこと。） 

10．現場代理人の場合、評価の対象となる資格は、「現場代理人評価対象資格表」に示す対象資格のうち「           工事」に対応する資格とし、従事期間の

全てにおいてその資格を有していた場合に評価の対象とする。確認書類について、上記〈資格〉４に添付する合格証明書等と同じ場合は不要とする。 

11． 「従事役職」には、「監理技術者」、「監理技術者補佐」、「主任技術者」又は「現場代理人」と記入すること。 

12．評価基準中「規模」とは、今回発注する工事の予定価格（税込）であり、当該予定価格に対する、様式に記入した契約金額（税込）の割合で評価する。 

13． 「契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。特定建設工事共同企業体としての施工実績は、出資比率に応じた金額を記入すること。（ただし、出資

比率が20％未満の構成員の実績については評価対象外とする。）この場合、契約金額は、出資比率に応じた金額を記入すること。 

14．該当する施工実績がない場合は、「工事名称」欄に「該当なし」と記入すること。
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様式第３号 

総合評価 技術提案書(社会性・地理的条件) 
簡易型C タイプ 

工事名  

提案企業名  
 
【社会性・地理的条件】 
※丸亀市建設工事指名競争入札参加資格審査において、各項目について申請していない場合は、登録等が証明できる書類を添付すること。 
〈ISO マネジメントシステム等への取組〉 

認証登録 

ISO9001 有 ・ 無 

ISO14001 有 ・ 無 

エコアクション 21 有 ・ 無 

エコリーダーまるがめ 有 ・ 無 

 
〈労働災害防止への取組み〉 

労働災害防止協会への加入 有 ・ 無 

 
〈災害時の活動体制〉  ※活動実績を証明する書類を添付すること。 

丸亀市と災害時における応急措置等の実施 
に関する協定に基づく活動実績 
又は丸亀市からの要請に基づき、災害時に 
活動実績 
（いずれも過去５年度間） 

有 ・ 無 
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対象資格表 
建設工事

の 種 類 
建設業の 
許可業種 対 象 資 格 備  考 

土木一式

工事 
土木工事業 ・１級土木施工管理技士 

・１級建設機械施工技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門」（建設）」 
・ 〃 「農業部門(農業土木)」、｢総合技術監理部門｣(農業〔農業土木〕)」 
・ 〃 「水産部門(水産土木)」、｢総合技術監理部門｣(水産〔水産土木〕)」 
・ 〃 「森林部門(森林土木)」、｢総合技術監理部門｣(森林〔森林土木〕)」 

合格証明書 
合格証明書 
登録証 
登録証 
登録証 
登録証 

建築一式

工事 
建築工事業 ・１級建築施工管理技士 

・１級建築士 
合格証明書 
免許証 

電気工事 電気工事業 ・１級電気工事施工管理技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門」（建設）」 
・ 〃 「電気電子部門」、「総合技術監理部門(電気電子)」 

合格証明書 
登録証 
登録証 

管工事 管工事業 ・１級管工事施工管理技士 
・技術士「機械部門(流体工学)又は(熱工学)」、「総合技術監理部門」（機械〔流

体工学〕又は〔熱工学〕）」 
・ 〃 「上下水道部門」、「総合技術監理部門(上下水道)」 
・ 〃 「衛生工学部門」、「総合技術監理部門(衛生工学)」 

合格証明書 
登録証 
 
登録証 
登録証 

ほ装工事 ほ装工事業 ・１級建設機械施工技士 
・１級土木施工管理技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門（建設）」 

合格証明書 
合格証明書 
登録証 

水道施設

工事 
水道施設工

事業 
・１級土木施工管理技士 
・技術士「上下水道部門」、「総合技術監理部門(上下水道)」 
・  〃 「衛生工学部門(水質管理)又は(廃棄物監理)」、「総合技術監理部 
     門(衛生工学〔水質管理〕又は〔廃棄物監理〕)」 

合格証明書 
登録証 
登録証 
 

鋼構造物

工事 
鋼構造物工

事業 
・１級土木施工管理技士 
・１級建築施工管理技士 
・１級建築士 
・技術士「建設部門(鋼構造及びコンクリート)」、「総合技術監理部門(建設〔鋼

構造及びコンクリート〕)」 

合格証明書 
合格証明書 
免許証 
登録証 
 

と び ･ 土

工･コンク

リート工

事 
 
解体工事 

とび･土工

工事業 
 
解体工事業 

・１級建設機械施工技士 
・１級土木施工管理技士 
・１級建築施工管理技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門」（建設）」 
・ 〃 「農業部門(農業土木)」、｢総合技術監理部門｣(農業〔農業土木〕)」 
・ 〃 「水産部門(水産土木)」、｢総合技術監理部門｣(水産〔水産土木〕)」 
・ 〃 「森林部門(森林土木)」、｢総合技術監理部門｣(森林〔森林土木〕)」 

合格証明書 
合格証明書 
合格証明書 
登録証 
登録証 
登録証 
登録証 

しゅんせ

つ工事 
しゅんせつ

工事業 
・１級土木施工管理技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門」（建設）」 
・ 〃 「水産部門(水産土木)」、｢総合技術監理部門｣(水産〔水産土木〕)」 

合格証明書 
登録証 
登録証 

塗装工事 塗装工事業 ・１級土木施工管理技士 
・１級建築施工管理技士 

合格証明書 
合格証明書 

機械器具

設置工事 
機械器具設

置工事業 
・技術士「機械部門」、「総合技術監理部門」（機械）」 
 

登録証 
 

電気通信

工事 
電気通信工

事業 
・技術士「電気電子部門」、「総合技術監理部門(電気電子)」 
・１級電気通信工事施工管理技士 

登録証 
合格証明書 

造園工事 造園工事業 ・１級造園施工管理技士 
・技術士「建設部門」、「総合技術監理部門」（建設）」 
・ 〃 「森林部門(林業)又は（森林土木）」、｢総合技術監理部門（森林〔林 

 業〕又は〔森林土木〕)」 

合格証明書 
登録証 
登録証 
 



発注機関一覧
区  分 機関の名称

国

地方公共団体
（地方自治法第１条の３）

都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区

公共法人
（法人税法別表第１に掲げ
るもの）

沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、港務局、
国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連合、大学共
同利用機関法人、地方公共団体、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機
構、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、地方独立行政法人、独立行政
法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属し
ているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したものに限る。）、土地開
発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本下水道事業団、日本司
法支援センター、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会、福島国際研究教育機
構

国土交通省令で定める法人
（建設業法施行規則第１８
条）

公益財団法人ＪＫＡ、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開
発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新
関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地
下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、東京湾横断道路の建設に関する特別措
置法（昭和61年法律第45号）第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行
政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業
者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会
社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、農林漁業団体職員共済
組合、日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号）第1条第1項に規定
する会社及び同条第2項に規定する地域会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株
式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社
に関する法律（昭和61年法律第88号）第1条第3項に規定する会社

公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律
施行令第１条に定める法人

首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、
中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速
道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、沖縄科学技
術大学院大学学園、日本中央競馬会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研
究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人
森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人空港周
辺整備機構、独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力
機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法
人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術
館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人中
小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都
市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、
独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構
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現場代理人評価対象資格表

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 夕 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
○ ○ ○ 合格証明書
○ ○ ○ 合格証明書
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合格証明書

土 木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合格証明書
鋼構造物塗装 ○ 合格証明書
薬液注入 ○ 合格証明書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合格証明書
建 築 ○ ○ 合格証明書
躯 体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合格証明書
仕上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合格証明書

○ 合格証明書
○ 合格証明書

○ 合格証明書
○ 合格証明書

○ 合格証明書
○ 合格証明書

○ 合格証明書
○ 合格証明書

○ ○ ○ ○ ○ ○ 免許証
○ ○ ○ ○ ○ 免許証

○ 免許証

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録証
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録等証明書
○ ○ 登録等証明書

○ ○ 登録証
○ 登録証

○ ○ 登録等証明書
○ ○ 登録証
○ ○ ○ 登録等証明書

○ ○ ○ 登録等証明書
○ 登録等証明書

○ ○ ○ 登録等証明書
○ 登録証
○ ○ 登録等証明書
○ ○ ○ 登録等証明書

資格区分
建設業の種類 従事期間中の

資格の確認

1級建築施工管理技士

建
設
業
法
（
技
術
検
定
）

1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士

森林「林業」「林業・林産」・総合技術監理「森林ー林業」「森林ー林業・林産」
森林「森林土木」・総合技術監理「森林ー森林土木」
衛生工学（「水質管理」「廃棄物管理」を除く）・総合技術監理「衛生工学」（水質管理、廃棄物管理を除く）
衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学ー水質管理」
衛生工学「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」・総合技術監理「衛生工学ー廃棄物管理「衛生工学ー廃棄物・資源循環」

水産「水産土木」・総合技術監理「水産ー水産土木」

2級建築士
木造建築士
技術部門 「選択科目」
建設（「鋼構造及びコンクリート」を除く）・総合技術管理「建設」（鋼構造及びコンクリート造を除く）
建設（「鋼構造及びコンクリート」）・総合技術管理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
農業「農業土木」、「農業農村工学」・総合技術監理「農業ー農業土木」、「農業ー農業農村工学」
電気電子・総合技術監理「電気電子」
機械（「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く）・総合技術監理「機械」（流体工学、流体
機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」（流体工学、流体機器、熱工
上下水道（「上水道及び工業用水道」を除く）・総合技術監理「上下水道」（上水道及び工業用水道を除く）
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理「上下水道ー上水道及び工業用水道」

1級建築士

技
術
士
法
（
技
術
士
試
験
）

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士（第1種〜第6種）
1級土木施工管理技士

1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
1級電気通信工事施工管理技士
2級電気通信工事施工管理技士

2級土木施工管理技士
種
別

2級建築施工管理技士
種
別

建築士法
（建築士試験）
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様式第４号

～

入札書比較価格

入札書比較価格

入札書記載金額

商号又は名称 代表者 所在地

注：上記入札金に消費額及び地方消費税額を加算した金額が、地方自治法第２３４条第３項の申込みに係る価格となる。

入　　札　　業　　者
入札金額 評価値 落札者

低入札価格調査基準価格

評 価 値 の 算 定 式 　評価値＝技術評価点（基準点＋加算点）÷入札価格点（入札価格÷予定価格）

契   約   金   額

工　　　　　　　期

概　　　　　　　要

予　 定　 価　 格

工 事 名 （業務名）

工　 事　 場　 所

（業務の対象となる場所）

業　　　　　　　種

総合評価指名競争入札結果表

入 札 結 果 表 入札
　入札執行課
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総合評価 技術提案書（施工計画）実施状況確認シート 
工事名  

請負企業名  
 

監督職員名  
請負企業確認者名  
 
確認シート 

チェック項目 提案内容 
確認 

請負者 
監督 
職員 

１．本体構造物等の

品質管理方法

の適切性 

コンクリートの

養生方法等の適

切性 

   

鉄筋コンクリー

ト構造物の鉄筋

の品質管理対策 

   

２．安全対策に関し

配慮すべき事

項への適切性 

安全巡視 

   

工事区域の立入

防止施設 

   

監視員･誘導員 
   

交通対策 
（車道路面維持、

歩行者対策等） 

   

【意見欄】 
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チェック項目 提案内容 
確認 

請負者 監督 
職員 

３．周辺環境に関し

配慮すべき事

項への適切性 

騒音振動対策 

   

水質汚濁対策 

   

４．施工計画・工程

管理の適切性 

交通規制期間の

短縮 

   

現地の環境条件

を踏まえた上で

の工事手順の適

切性 

   

【意見欄】 
 

 



契約の目的

工期

契約金額

No. 契約の目的 契約の相手先 契約の相手先の所在地（本社） 契約日 契約金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

¥-

※記載内容が確認できる契約書等の写しを添付してください。

一次下請負比率

合計

下請負実績一覧表 No.
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契約の目的

工期

契約金額

No. 契約の目的 契約の相手先 契約の相手先の所在地（本社） 契約日 契約金額

1 現場警備・安全誘導業務委託 ㈱○○警備 丸亀市○○町１０ R○.○.○○ ¥5,250,000-

2 資材購入（コンクリート） ㈱△△生コン 丸亀市△△町２０ R○.○.○ ¥35,000,000-

3 仮設足場設置・撤去 ㈱□□工業 丸亀市□□町３０ R○.○.○○ ¥25,000,000-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

¥65,250,000-

※記載内容が確認できる契約書等の写しを添付してください。

一次下請負比率 12.4%

合計

下請負実績一覧表

丸亀市○○○改築工事

¥525,000,000-

令和○年○月○○日～令和○年○○月○日

No.

対象となるのは、本社・本店
が丸亀市内の業者のみとな
るのでご注意ください。
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